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1公　衆　衛　生

(1)概　　　況

近年、医学の進歩や、公衆衛生の向上によって、結核等の感染性疾患は大幅に減少し、平均寿命の伸長、青

少年の体位向上など、市民の健康は著しく改善されるに至った.しかし一方では、生活様式の変化や、人口の

老齢化にともない、ガンを始めとする成人病の増加とその予防が、保健衛生上の大きな課題ともなっている・

行政は、これらの問題に、常に迅速に対応しながら、さまざまな公衆衛生活動を通じて市民の心身の健康確

保に努力していかなければならない.

従来から、保健所が疾病の予防を始め、健康の増進、食品衛生、環境衛生等に関する公衆衛生活動の最先端

機関として、市民の生活と健康にきわめて重要な役割を果たして来たが、最近各種疾病に対する予防衛生の重

要性が注目される中で、地域住民の多様化、高度化しつつある対人保健サービスの需要に、更にきめ細かく対

応するため、保健所に代わって、各市町村に保健セソクーの設置が認められた。

本市でも、熊本・西南保健所に加えて、昭和54年東部保健セソメ-、昭和57年には北部保健セソクー、さら

に平成元年には南部保健セソタ-を開設した。本市の保健センターは、保健所業務の中でも、食品、環境衛生、

医療監視等の行政的な事務を除いた対人保健サービス業務を保健所と同様な規模で実施している。それに市民

の健康づくり推進のだめに、両保健所と有機的に連携しながら、健康珍査、健康相談、健康教育、母子保健等

の保健サービスを総合的に実施する拠点として、活発な活動を展開している。

施　　設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平3.5.1現在)

志 ＼ 竺
熊 本 保 健 所 西 保 健 所 東部保健セソクー 北邸保健センタI 南部保健セソクー

所 在 地 九品寺1丁目13番16号 新町2丁目4番27号 錦ケ丘1番1号 清水本町16番10号 平成 1丁目10番8号

敷 地 面 標 3,246.54n子 l,759.64ni 1,689.7 ni 3,351.87rf 2,994.OOn亨

建 物 面 積 延2,085.74m 延2.798.81M 延1.753.86ni 延1,315.95m 延1,349.99m

開設 年月 日 昭和2時 5 q 16日 昭和35年11月15日 昭和54年 3月31日 昭和57年3 月31日 平成元年9月 1日

361,248 †円

* * if- n h 昭和 1年10月3 日 昭和61年12月13日 (昭和59年3 月31日増築) (平成元年3月10日増築)

遵 設 費 3,400 千円 645,936 千円 261,779 千円 291,269 千円

構 造 鉄筋コンクT)- ト3 階建
鉄恭コソ.?IJ- 十地下

1階地上3階建
鉄筋コソクT)】ト2階建 鉄筋コソクリート2階建 鉄筋コソク1) 】ト2 階建

頼 型 U 1 U 2 -

医 師 3人 3人 1人 1人 1人

保 健 婦 12A 14人 13人 12人 13人

管 内世 帯数 53,845 45,569 51,008 40,8 32,441

管 内 人 口 iLV,000 127,169 52,022 116,107 101,881

(注)管内世帯数・人口は、平成2年国勢調査概数
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(2)母子保健対策

母子保健法に基づき、母性及び乳幼児の健康の維持・増進を図るため、妊産婦、乳幼児の健康診査や保健指導

などを実施している。

ア　妊産婦・乳幼児保健指導状況　　　　　　　　　　イ　妊産婦・乳幼児健康診査

年 度

63 蝣-)

区 分
冗

妊 娠 の 届 出 受 理 数 7 ,047 人 6 ,77 1人 6 ,640 人

母 子 健 康 手 帳 発 行 数 7 ,09 1 6 ,9 12 6 ,747

保

健

描

導

妊 産 婦 健 康 相 談 7 ,13 5 7 ,34 1 6 ,2 12

母 親 学 級 2 ,05 5 1 ,978 2 ,024

育 児 相 談 2 ,22 4 3 ,94 3 3 .584

育 '」 学 級 95 2 1,06 2 1 ,505

受胎 調 節実 地 指導 1 ,18 5 95 7 763

家 族 計 画 相 談 1 ,5 13 1,豆1 1 57 1

婚 前 学 級 5 7 15 5 6 1

思 春 期 の 子 を もつ

母 の つ どい . 1 ,26 6 1,24 3 1 ,583

心 身 の 発達 に問題

を持 つ 子 のつ どい 7 94 78 6 92 4

諺

問

描

蝣8

妊 産 婦 5 ,96 4 5 ,49 8 5 ,1 14

新 生 児 5 ,29 5 5 ,30 8 ・1.9 18

未 熟 児 88 8 59 6 6 41

乳 児 97 9 70 0 7 60

幼 児 1 ,5 77 1 ,16 5 1 ,2 05

ウ　母子栄養食品支給状況

年度

63 2
区分

冗

医

痩

機

関

香

託

分

妊 婦

一 般 12 ,396人 12 ,023人 11′7 67人

精 密 2 ,81 1 2′8 65 2 ,6 22

B 型肝炎 6 ,192 6 ,065 6′0 64

乳 児 B 型肝炎 23 20 22

3 カ 月 児 一 般 5 ,747 5 ,666 5 ,6 50

6 カ 月 児 - サ 5′586 5 ,639 5 ,2 03

ft

ffi
所

保

I

セ

ソ

タ

1
実

施

分

妊 婦 歯 科 6 ,265 5 ,8 14 6 ,8 22

1 歳 6 カ月児

- ォ 6 ,554 6 ,51 9 6 ,3 11

歯 科 6 .5 17 6 ,51 0 6 ,2 89

精 密 6 9 74 78

3 歳 児

～ & 6 ,4 16 6′35 2 6′2 75

歯 科 6 .36 7 6 ,32 4 6 ,2 56

精 密 6 4 7 5 49

年 度

区 分
63 元 2

2 年度分再掲支給実人員

妊 産 婦 乳 幼 児 計

牛 乳 9,555本 6,086本 16,258本 139人 55人 194人

粉 乳 257缶 197缶 532缶 21人 19人 40人

汁 / 160人 74人 234人

エ　医療給付状況

年度

区分
63 元 o

養育医療給付事 業
実 人 員 95 77 88

延 日 数 5 ,932 5 ,3 20 5 ′68 1

妊 娠 中 毒 症 等

療 養 援 護 事 業

実 人 員 5 2 3

延 日 数 69 38 5 1
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(3)老人保健

壇和58年2月、老人保健法の施行により、医療以外の保健事業(健康手帳の交付・健康教育・健康相談・健康

診査・機能訓練・訪問指導)を行うこととなった。また、昭和63年度から保健事業第2次5カ年計画に基づき、

基本健康診査及び肺がん・乳がん・子宮がん(休部)検診を実施している。

老人保健(医療以外の)事業の実施状況

ア　健康手帳の交付

年 度 .

区 分
6 1 6 2 6 3 元 2

医 療 受 給 資 格 者 3 ,9 05 人 4 ,0 2 2 人 4 ,2 2 1 人 4 ,2 77 人 1 0 ,0 2 3 人

医 療 受 給 資 格 者 以 外 の 老 7 ,4 48 6 ,9 2 5 6 ,9 8 1 7 ,0 26 7 ,0 9 6

イ　健　康　教　育

年 度

区 分
61 62 63 元 2

開 催 回 数 531回 53713 558回 578回 720回

延 人 員 15 ,978人 16,428人 18,441人 19,498人 21′582人

ウ　健　康　相　談

年 度

区 分
61 62 1 63 1 元 2

開 催 回 数 456回 8 23回 907回 1 ,096回 1 ,2 45回

延 人 員 11 9 ,893人 22 ′7 00人 23 ,103人 24 ,828人 3 2 ,2 40人

エ　健　康　診　査

年 度

区 分
6 1 62 63 元 2

- 般健康診査
一 般 診 査 19 ,004人 21,6 10人 】 人 一 人 I 人

精 密 診 査 4 ,742 5,094 - - -
基 本 健 康 診 査 . - - 2 2′9 02 26 ,832 31 ,367

胃 が ん 検 診 ll ,520 12,830 ll,207 12 ′581 14 ,601

子 宮がん検診
察 部 検 査 の み 16 ,204 14 ′8 17 15,359 13 ,861 15 ,453

頭部 + 体部検査 - - 429 2 12 287

乳 が ん 検 診
- I 3,0 65 5 ,167 7 ′604

肺 が ん 検 診
読 影 の み - - 9,8 54 14 ,687 19 ,97 1

読 影 + 暗 疾
- - 1 ′08 6 1,755 2 ,0 14

大 腸 が ん 検 診 - - - - 8 ,860

オ　機　能　訓　練

年 度

区 分
6 1 62 63 元 o

実 施 回 数 48 回 88回 119回 126 0 22 6回

延 人 員 5 12人 1 ,399人 2 ,239人 2 ,495 人 3 ′427 人

力　訪　問　指　導

年度

区 分
6 1 62 63 元 2

寝 た き りの者
実 人 員 484人 676人 670人 697人 6 64人

延 人 員 3 ,18 1 3 ′889 4 ,199 5 ,164 5 ′0 16

上 記 以 外 の

要 指 導 者

実 人 員 2 ,247 2 ′283 1 ,615 1 ′37 6 2 ,107

延 人 員 2 ′990 3 ,6 19 3 ,136 2 ′917 3 ′8 11
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(4)予防接種の状況

年 度

区 分
6 1 6 2 6 3 't 2

三 種 混 合

(蓋 フ蓋 リ蓋 )
初 回 人 人 人 人 人

+

追 加

2 6 ′8 62 2 4 ,2 8 2 2 1 ′9 2 1 2 9 ,6 3 7 2 6 ′8 0 4

二 種 混 合

(孟 フ孟 リl孟 ) 小 学校

卒 業 前
7 ,9 50 8 ,1 4 7 7 ,9 9 7 7 ,4 3 5 7 ′5 0 1

急 性 灰 白 髄 炎 14 ′2 5 9 14 ′0 3 8 1 3 ,1 7 4 1 3 ,2 9 5 1 2 ,4 4 5

イ ン フ ル エ ン ザ 16 4 ,4 4 1′ 1 15 ,3 8 5 7 9 ,8 9 2 4 7 ,5 9 7 1 5 ,3 2 2

日 本 脳 炎 13 1 ,3 8 7 12 7 ,4 7 8 1 3 4 ,4 1 4 1 0 1 ,3 5 8 9 0 ′8 2 9

風 し ん 2′1 3 9 2 ′2 8 1 2 ,0 4 3 2 , 14 1 1 ,9 4 2

麻 し ん
麻 しん ワ クチ ン 5 .3 8 9 5 ′2 8 5 5 ,6 9 2 6 ,7 4 4 2 ,8 6 0

M M R ワ クチ ン T - - - 2 ,3 4 4

(5)結核対策

ア　健康診断

年 度
63 2

区 分 フ⊂

結核 一 般住 民検診 28 ,652 人 29 .989 A 27 ,581人

ツベル ク リソ反応 検査 (乳幼児 ) 7 .5 45 7 ,579 5 ,583

B C G 接種 (乳幼 児) 6 ,4 33 6 ,968 5 ,081

管理 検 診 6 10 678 478

患者 家 族検診 170 980 880

(6)精神保健対策

イ　患者管理

年度
63 2

区分 7E

結核患者登録数 1,369人 1 ,216人 1 ,0 77A

新登録患者数 197 17 0 l糾

結核診査数 1′151 1.037 9 67

患核愚老訪問指導 1,092 85 0 7 93

命令入所患者数 70 4 0 50

(荏)命令入所患者数は、年度末現在の数

区単

年度

精 神 保 健 相 談 (延件数) 訪 問 指 導 (延件数) l 合 計

I社会復帰 老人精神衛生 7 -1 3 ~ :l その他 計 社会復帰 老人精神衛生 アルコール その他 計

63 1 ,068 58 24 i_Sl 1 .38 1 583 2 09 8 3 257 1 ,132 2 ,513

X 1 ,856 80 38 2 52 2,226 489 2 09 75 39 1 1 ,164 3 ,390

2 1′9 11 115 73 3 u 2 .4 10 442 2 57 61 393 1 ,153 3 ,563

(7)へき地医療

芳野診療所

所　在　地

敷地面積

建物両横

構　　　造

診療科日

医　療　圏

利用状況

河内町野出1410番地

729. 50ni

381. 47irf

木造1階建

内科、外科、小児科

芳野地区612世帯　2,583人

5,815人(平成2年度)
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2　救急医療制度

急病患者に対し、迅速かつ適切な医療を確保するための体制を逐次整備拡充しながら、市民の救急医療ニーズ

に対応できるように努めている。

(1)一次救急業務

く急患センター整備の経緯)

昭和52年7月

昭和56年11月

昭和57年4月

昭和58年4月

平成元年4月

平成2年4月

熊本保健所内に一次診療並びに電話相談所を設置(小児科)

熊本市医師会病院に一次救急医療業務を委託(小児科・内科)

休日の夜間に加え土曜日の夜間を開設

毎夜間開設(小児科・内科・外科)

休日の昼間も開設

熊本赤十字病院に東部地区休日夜間一次救急医療業務を委託

ア　熊本市医師会夜間急患センター

開設年月日　　昭和56年11月8日

所　在　地　　本荘5丁目16番10号(熊本市医師会熊本地域医療セソクー内)

診療科目　　小児科・内科・外科

診　療　日　　毎夜聞及び休日の昼間

診療時間　　午後6時から翌朝午前8時まで

イ　熊本市薬剤師会

毎夜間(午後6時から午後12時まで)救急調剤業務

ウ　熊本市歯科医師全

休日夜間(午後6時から午後12時まで)歯科診療業務

工　夜間急患診療実績

年 度

区 分
6 1 6 2 63 元 2

診 療 実 日 数 ( 日) 3 6 1 3 6 2 3 6 1 3 6 1 3 6 1

小 児 科 (人 ) 8 ,8 1 4 8 , 99 9 8 ,9 06 l l ,2 8 1 l l ,7 7 5

内 科 (人 ) 4 ′7 7 8 5 ′45 7 5 ,7 29 6 ,6 3 3 ,2 9 0

外 科 (人 ) 1 ,7 3 6 2 ′1 0 1 2 .0 8 6 .6 0 2 2 ,9 0 2

救 急 調 剤 (件 ) l l ,2 6 2 l l , 4 62 1 2 ,5 66 11 ′5 4 3 1 2 ′6 3 4

休 日 夜 間 歯 科 (人 ) 6 8 60 64 4 3 6 2

二 次 医 療 機 関 (人 ) 1 ,0 1 9 1′0 7 6 1 , 1 65 1 .3 3 0 1 ,1 7 2

委 託 料 (千 円 ) 6 3 ,9 3 2 64 , 0 08 8 4 ,8 45 9 0 ,0 7 1 9 6 ′7 5 5

(2)在宅輪番医制

休日昼間(午前8時から午後6時まで)の一次診療業務

一日当たり10 (ll)医療機関(内科2、小児科2、外科2、整形外科1、限科1、耳鼻咽喉科1、

産婦人科1、精神科1---隔週)

2年度実績　　延705医療機関、延22,182人

-141-

田



(3)病院群輪番制(非公表)

休日昼間(午前8時から午後6時まで)及び毎夜間(午後6時から翌朝午前8時まで)の重症患者の診療業

K

熊本市医師会熊本地域医療センター、熊本赤十字病院、済生会熊本病院、熊本市民病院、 (国立熊本病院)の

輪番制

(4)年末年始診療業務

開設期間　12月31日(午前0時)から翌年1月4日(午前8時)まで

ア　一次診療

・熊本市医師会

熊本市医師会急患セソクー(熊本地域医療センター内)

珍　療　科　目　　小児科・内科・外科

公表在宅医

-日当たり　　内科5、外科4、産婦人科1、計10医療機関

非公表在宅医

-日当たり　　耳鼻咽喉科1、眼科1、精神科1、計3医療機関

・熊本市薬剤師会

熊本市薬剤師会調剤薬局で救急調剤

・熊本市歯科医師会

一日当たり　　開業歯科医2、熊本県口腔保健センター1、計3カ所

イ　二次診療(非公表)

国立鯖本病院、済生会熊本病院、熊本赤十字病院、熊本市民病院、熊本中央病院、熊本地域医療セン

タ-、熊大付属病院の当番制

ウ　年末年始診療実績

年 度

区 分
6 1 6 2 6 3 元 2

診 療 実 日 数 ( 日) 4 . 4 4 4 4

忠
磨
也
1ン′
メ
I

小 児 科 (人 ) 1 , 10 8 8 3 2 1 ,1 9 9 8 4 4 7 1 9

内 科 (人 ) 3 2 8 1 98 蝣n o 3 3 3 2 6 2

外 科 (人 ) 11 1 2 9 8 7 10 5 1 6 0

公 表 在 宅 医 .(人 ) 2 ′4 9 4 1 ,6 4 8 2 ,6 7 3 2 ,24 8 1 ,7 7 3

公 表 歯 科 在 宅 医 (人 ) 2 2 3 2 5 1 2 1 8 3 60 3 38

救 急 調 剤 (件 ) 1 ,3 8 5 9 5 0 1 ′5 2 0 1 , 1 33 9 3 9

非 公 表 在 宅 医 (人 ) 3 2 6 2 9 2 4 1 5 3 6 9 3 12

二 次 医 療 機 関 (人 ) 34 8 1 12 4 0 1 3 97 - 5 -1

委 託 料 (千 円) 14 ,8 5 9 15 ,0 8 0 1 5 ,4 3 5 1 6 ′3 2 9 1 6 ,9 3 3
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3　環　境　衛　生

(、1 )保健衛生研究所

昭和47年2月、公害その他衛生上の試験検査を行う目的で、熊本保健所内に衛生試験所として発足した.昭

和56年1月、社会情勢の変化に伴う衛生上の試験検査、調査研究の複雑化に対応するため、独立した施設を建

設、従来の環境科学部門に係る試験検査体制の充実をはかるとともに、新たに衛生化学部門、細菌微生物部門

の試験検査を増設し、保健衛生研究所と名称を改め、総合試験研究施設として発足した。

所在地　　田迎町大字田井島269番地

構　　造　　鉄筋コソクリート2階建

敷地面積　　2, 237irf

建物両横　　本体l,443.82rd　ボンベ窒31.49m　計1,475.31rr子

竣　　工　　昭和55年10月11日

建設費　　322,426千円

機　　構　　保健衛生局衛生部保健衛生研究所

配置人員　~17人　所長(1)　課長級参事(1)補佐級参事(1)　主任技師(3)　係長級参事(2)

業務内容　　公害対策基本法、食品衛生法、環境衛生関係法等に基づく理化学試験、細菌徴生物学的検査およ

び調査研究を実施している

業務実蹟

環境科学業務

年 度

検 査 項 目

6 3 元 2
備 考

検 体 数 成 分 数 検 体 数 成 分 数 検 体 数 成 分 数

¥

気

汚

染

降 下 は い じ ん 4 8 28 8 48 2 96 4 3 3 0 1

大 気 汚 染 物 質 68 6 68 6 6 98 6 98 7 16 7 1 6 硫 黄 酸 化 物 、 窒 素 酸 化 物 ′

大 気 中 重 金 属 3 6 25 2 36 2 52 3 6 2 5 2 I.大 気 中 の 鉄 . マ .ソ ガ ン等

そ の 他 - - 57 79 3 0 5 2

小 計 77 0 1′22 6 8 39 1 ,3 25 82 5 1 ,3 2 1

水

質

拷

濁

河 川 水
一 般 項 目 3 23 2 ,0 11 3 22 2 ,0 0 1 30 8 1 ,7 7 7 水素イオン濃度(円1)、生物学的酸素要求量(B O D )等

健 康 項 目 31 18 3 4 1 178 6 4 24 7 有 機 リン、シ ア ン、鉛 、 有 機 塩 素 系 化 合 物 等

工 場 . 事 業 所 排 水 27 0 1 ,2 10 3 48 1∴3 27 28 4 1′27 4 P H 、 B 0 D 、有 機 塩 素 系化 合 物 等

与 の 他 11 1 5 49 175 6 45 1 19 8 8 7 塩 水 化 調 査 、 海水 等

小 計 7 35 3 ,9 53 8 8 6 4 ,15 1 77 5 4 ,18 5

悪 臭 10 50 9 27 8 2 0 ア ソ モ ニ ア 、 硫 化物

産 業 廃 棄 物 試 験 88 1 , 113 10 3 1 ,0 9 9 ST 67 3 塵 芥 埋 立 地 関 係 の 検 査 等

ク ロ ス チ ェ ッ ク 1 4 1 5 1 5 環 境 庁 関 係

そ の 他 3 82 1 ,2 25 2 18 1 ,0 13 1 49 77 9 江津 湖総合調 査、 へい死 魚関 係、 アスベ ス ト等

合 計 1 ,986 7 ,5 7 1 2 ,05 6 7 ,6 2 0 1 ,8 45 6 ,98 3
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衛生化学関係業務

年 度

検 査 項 目

6 3 元 o

検 体 数 項 目 数 検 体 数 項 目 数 検 体 数 項 目 数

行

政

読

験

食 品 試 験 5 1 1 1 ,1 6 1 4 9 0 1 ′1 4 4 4 4 9 9 5 8

飲料水、浴場水等 の水質 試験 3 9 9 1 ,8 3 0 4 0 5 1 ,5 9 3 4 3 2 1 ,9 4 9

容器包装、おもちゃ等 の試験 4 4 4 4 7 3 9 3 2 1

家 庭 用 .晶 - - 1 4 1 4 1 2 1 2

小 計 9 54 3 ,0 3 5 9 1 6 2 ,7 9 0 8 9 6 2 . 9 4 0

一 般 依 頼 飲 料 水 等 の 水 質 試 験 3 ′3 12 2 1 ,5 2 1 2 ,9 6 3 19 ,4 2 5 3 ,1 5 8 2 0 ,6 7 8

蝪 dT 4 ′2 6 6 24 ′5 5 6 3 ′8 7 9 2 2 ′2 1 5 4 ′0 5 4 2 3 , 6 1 8

細菌・微生物関係業務

年 度

検 体 区 分

6 3 元 2

検 体 数 項 目 数 検 体 数 項 目 .数 検 体 数 項 目 数

食 品 1 ,1 3 0 3 , 30 8 1 ,3 3 6 4 ′13 4 1 ′17 0 5 ,2 2 0

環 境 (河 川 . プ ー ル ) 5 3 2 67 6 5 9 1 72 4 5 0 1 7 5 6

食 中 毒 (倭 . 吐 物 な ど ) 9 2 3 1 2 ,5 3 0 3 40 4 ′37 2 4 5 0 5 ,8 8 4

小 計 2 ′5 8 5 1 6 ,5 1 4 2 ,2 67 9 ,2 30 2 , 12 1 l l ,8 6 0

依 試

頼 験

飲 料 水 等 3 ,3 5 9 6 ,7 1 7 2 ,9 9 5 5 ,9 9 3 3 , 16 1 6 ′3 2 2

食 品 等 5 6 1 0 2 37 6 6 3 0 5 9

小 計 3 ,4 15 6 ,8 1 9 3 ,0 3 2 6 ,0 5 9 3 , 1 9 1 6 ,3 8 1

合 計 6 ,0 0 0 2 3 ,3 3 3 5 ,2 9 9 1 5 ,2 8 9 5 ′3 1 2 18 ,2 4 1

地下水関係業務

年 度

検査項 目

63 元 2

検 体 数 項 目 数 検 体 数 項 目 数 検 体 数 項 目 数

行

政

読

敬

有機塩素系化合物汚染関係 268 2,205 24 1 1,70 1 293 2 ,400

ひ 素 汚 染 ′関 係 - - - - 183 1 ,79 0

ガ ソ リ ソ 汚 染 関 係 - - - - 5 1 1 ′02 3

小 計 268 2 ,205 24 1 1 ,7 01 527 5 ,2 13

一般 依頼 有機塩素系化合物汚染関係 22 22 19 19 10 10

合 計 290 2 ,227 260 1 ′720 537 5 ,2 23
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(2)食品衛生関係
ア　営業施設の監視指導状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成2年度)

莱

態

% s

法定

監撮

回教

施 設 琴 法 定 監 視 数 監視 回数 (延 ) 監 視 率 (% )

能 保 西 保 会 計 熊 保 西 保 合 計 SB ォ a サ 」 It 熊 保 西 保 合 計

許

可

ォ

磨

局

出

ォ

1

飲 食 店 営 業 12 5 ,543 1 .57 2 7 .1 15 66 ,516 18 ,864 85 ,38 0 5 .0 38 1.195 6 .233 7 .6 6 .3 7 .3

美 子 ( パ ン を 含 む )
製 造 業

12 310 155 465 3 ,720 1 .860 5 .580 67 7 109 786 18.2 5 .9 14 .1

乳 処 理 業 12 3 3 36 36 61 6 1 16 9 .4 169 .4

特 別 牛乳 さ く取処 理 業 12

乳 製 品 製 造 業 12 4 . 4 8 48 48 96 73 1 0 8 3 152 .1 20 .8 86 .5

集 乳 業 12

魚 介 頬 販 売 業 12 400 387 78 7 4 .80 0 4 .644 9 ,444 904 2 ,08 2 2 ,986 18 .8 44 .8 3 1.6

魚 介 炉 せ り売 り営 業 12 1 2 3 12 24 3 6 3 3 9 42 25 .0 16 2 .5 116 .7

魚 肉 ね り製 品 製 造 業 12 22 3 0 5~ 264 360 6 24 1 10 7 6 186 41 .7 21 .1 2 9.8

食 品の冷凍 ま串は冷蔵業 12 l l ll V 13: 132 2 64 27 蝣1 29 20 .5 1 .5 ll .0

かん語 またはぴん語食品

製造業(上記および下記以外)
12 8 ll 19 96 132 2 28 24 18 42 25 .0 13 .6 18 .4

喫 茶 店 営 業 6 579 2 79 858 3 ,474 1 ,674 5 .148 3 56 83 43 9 10 .2 5 .0 8 .5

あ ん 嬢 製 造 業 6 4 2 6 24 12 36 16 4 20 6 6 .7 33 .3 55 .6

アイ スク .) ーム頬製造業 6 19 3 2 2 114 18 132 56 4 60 49 .1 22 .2 45 .5

乳 類 . 販 売 業 6 82 8 503 1 ,3 31 4 .968 3 ,018 7 ,986 858 32 8 1 ,186 17 .3 10 .9 14 .9

食 肉 処 理 業 6 46 6 52 :7 6 36 3 12 52 13 65 18 .8 3 6 .1 2 0.8

食 肉 販 売 業 6 48 0 3 15 7 95 2 ,88 0 1 .890 4 ,77 0 93 1 43 9 1 .370 32 .3 23 .2 28 .7

食 肉 製 品 製 造 業 6 7 3 10 42 18 60 2 9 5 34 69 .0 27 .8 56 .7

乳 酸 菌 飲 料 製 造 業 6 2 2 4 12 12 24 1 4 4 2 46 366 .7 16 .7 191 .7

食 用 油 脂 製 造 業 6 3 3 18 18 2 2 l l.1 ll .1

マ I ガ リ ソ ま た は

シ ョー トニ ング製 造 業
6

み そ 製 造 業 b 9 10 19 54 60 114 42 1 9 61 7 7 .8 3 1 .7 53 .5

醤 油 製 造 業 6 9 13 2 2 54 78 132 57 2 0 77 105 .6 2 5 .6 58 .3

ソ ー ス .頬 製 造 業 6 4 4 s 2 4 24 48 17 4 21 TO .8 16 .7 43 .8

繭 類 製 造 業 6 2 2 4 12 12 24 4 f¥ 6 33 .3 16 .7 2 5.0

豆 腐 製 造 業 6 38 28 66 22 8 168 39 6 110 4 0 150 48 .2 23 .8 3 T .9

納 豆 製 造 業 6 1 2 3 6 12 18 6 8 14 100 .0 66 .7 77 .8

め ん 頬 製 造 業 6 25 10 35 150 60 2 10 5 2 6 58 34 .7 10 .0 27 .6

そ う ざ い 製 造 業 6 52 7 0 122 312 420 732 120 112 232 38 .5 26 .7 31 .7

添 加 物 (法 第 7 粂 第 1

項 の規 定 に よ り規 格 が
定 め ら れ た も の に

限 る ) 製 造 業

清 涼 .飲 料 水 製 造 業

氷 雪 製 造 業

氷 雪 販 売 業

計

6

4

2

2

12

2

1

8

10

1

5

8 .4 31

4

7

4

10

3 .452

12

17

5

15

l l.88 3

48

40

2

10

8 8 ,354

24

28

8

20

33 ,67 4

72

68

10

3 0

122 .02 8

6

54

2

9 .72 9

6 2

4 .7 99

6

4 ,8 67

9

1

2

4 .6 34

67

3 .126

3 ,193

b

63

1

4

14 ,363

12.5

135 .0

20 .0

ll .0

3 2 .1

12 .5

10 .0

13 .8

8 .3

92 .6

10 .0

13 .3

ll .8

給 食 施 設 3 06 162 4 68 3 ,67 2 1 .944 5 .6 16 129 1.7 3 .4 2 .3

許 可 を 要 し な い
食 品 製 造 - 販 売

許可を要 しない器具、容器、

お も ち ゃ 製 造 . 販 売

計

3 .199

8

3 .513

2 .47 9

2 4

2 ,66 5

5 .678

32

6 .178

6 ,3 98

8

10 ,078

4 ,958

24

6 .926

ll ,35 6

32

17 .004

7 .925

6

8 .060

75 .0

75 .0

48 .3

63 .0

4 6 .1

69 .8

18 .8

47 .4

合 計 ll ,944 6 .117 18 .06 1 98 .432 4 0 .600 139 .032 14 .596 7 .827 22 ,423 14 .8 19 .3 16 .1
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イ　熊本市市場食品衛生監視所

昭和47年10月、熊本地方卸売市場(田崎市場)に流通する食品の科学的、効率的な監視を目的として発足。

場内250施設の食品営業関係施設の指導並びに魚介類等の水銀検査、腸炎ビブリオ菌検査等各種の試験検査

を実施している。

所在地　　田崎町380番地　市場会館5階

配置人員　　西保健所衛生課職員2名

午

区分

61 62 63 元 2

検体数
延 項
目 数

検体数
延 項

目 数
検体数

延 項
目 数

検体数
延 項
目 数

検体数
延 項

i &

化 学 検 査 116 116 106 106 95 95 101 101 157 157

細 菌 検 査 183 280 432 595 346 634 197 311 79 79

計 299 3 96 538 701 441 729 298 412 236 236
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( 3 )環境衛生関係営業施軍等の監視指導状況

(平成2年度)

区分

業種
内 容 熊 本保健所 西 保 健 所 計

営

莱

理 容 所

施 設 数 524 282 806

監視回数 (延) 352 377 7 29

監 視 率 (% ) 67 .2 13 3.7 90 .4

美 容 所

施 設 .敬 849 359 1 ,208

監 梶回数 (延 ) 360 447 807

監 視 率 (% ) 42.4 124 .5 66 .8

ク リー ニ ン グ所

施 設 数 636 290 9 26

監視回数 (延) 508 63 1 1 ′139

監 視 率 (% ) 79 .9 217 .6 123 .0

興 行 場

施 設 数 27 3 30

監視 回数 (近 ) 55 0 55

監 視 率 (% ) 203 .7 0 . 183 .3

ノ、

汰

旅 館

施 設 数 243 143 38 6

監視回数 (近) 70 212 28 2

監 視 率 (% ) 28 .8 148 .3 73 .1

公 衆 浴 場

施 設 数 135 54 189

監 視回数 (近 ) 190 60 250

酪 税 率 (% ) 140 .7 111 .1 13 2 .3

計

施 設 数 2 ,414 1,13 1 3 ,545

監視回数 (延) 1 ′535 1,727 3 ,262

そ

の

他

温 泉

施 設 数 1 18 19

監視 回数 (延 ) 0 6 6

へ い 獣 処 理 場 等
施 設 数 24 7 3 1

監視 回数 (近 ) 22 2 24

<fi

堤

境

徳

坐

墓 地 . 納 骨 堂

火 罪 ′場

施 設 数 650 84 1 1 ,491

監視回数 (近) 8 3 ll

ビル管理法 に よる

特 定 建 築 物

施 設 数 105 44 149

監視 回数 (延 ) 27 17 44

遊 泳 場
施 設 数 18 12 30

監 視回数 (延 ) 35 68 103
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(4)熊本市ホテル等建築審査会

昭和50年に「熊本市モーテル類似族館建築審査会条例」が制定され審査会を設置し行政指導によって建築の

規制を行ってきたが、行政指導の限界の指摘と立法化が求められ、平成元年4月1日「熊本市ラブホテル建築

規制に関する条例」が公布施行された.本条例は、 『熊本市環境基本条例』の理念を具体化した実践条例であ

り、ラブホテル特有の外観、構造の建築を立地規制し、市民の快適で良好な生活環境の実現と青少年の健全育

成を図るものである。

目　　　的

委員構成

任　　　期

報　　　酬

審議の状況

(5)環境衛生事業所

ア　施　　設

所　在　地

機　　　構

敷地面積

建物面棟

建設年月

総　工　費

配置人員

業務内容

ホテル等の建築に関する重要事項を調査審議する

10人以内

○市議会議員　　○学識経験者　　o関係行政機関の職員　　○市職負

2年

日額　7,000円

∴ …
61 62 63 元 o

開 催 回 数 0 5 4 2 3

諮 問 件 数 0 3 2 2 1

(注) 63年度まではモーテル類似旅館建築審査会分

平成1丁目16番18号

保健衛生局衛生部衛生課所属

l,620nf

786. 62m

昭和60年3月(竣工)

97,435千円

18人　　所長(1)　参事(1)　掛長(1)　主任(2)

ねずみ族・こん虫の駆除

衛生害虫等の相談・指導

伝染病愚老の家屋等の消毒

あき地等の雑草除去の指導

イ　ねずみ族・こん虫等駆除状況 (平成2年度)

し ん 虫 等 - ねずみ族

-駆 除薬量指 導 戸 数 下 . 水 清 貯 水槽 水溜 墓 . 也 塵芥集積所 肥 料 溜 草 原

4 ,982戸 1 ,4 97 ,936 m 2,640 nf 156 ,660n i l ,199 iri I 315 ,050rr? 3 .04kg

ウ　草刈り及び棲具貸出状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成2年度)

草　刈　り

区 分 指 導 し た 雑 草 地 草 刈 り 実 績

民 有 地 360カ所 254.556M 340カ所 237,190m

機具貸付(貸付用18台)

貸 付 個 所 貸 付 台 数 除 草 面 積

400 カ所 400 台 181 ,660 m
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(6)市営墓地及び霊堂

7　墓地貸付状況

墓 地名 総面 積
( n D

元年度 まその貸付状況 2年 度 の貸付状況 貸 付状況 (累計 )

件 数 面 横 (捕) 件 数 面 帯 Cm ) 件 数 面 慣 O il)

花 園 墓 地 28 ,05 7 1′9 0 6 12 ,6 79 .57 4 2 1 .4 5 1 ,9 10 12 ′70 1.0 2

小 峰 墓 地 28 ,6 17 1 ,90 3 l l ,6 56 .7 0 3 14 .4 5 1 ,9 06 1 1′67 1 .15

立 田山墓地 3 7 ,9 29 1 ,5 29 10 ,4 3 1 .8 6 1 7 .65 1 ,5 30 10 ,4 39 .5 1

城 山 墓 園 5 4 ,7 47 9 23 6′27 1 .15 7 36 .8 9 30 6 ,3 07 .9 5

清 水 墓 園 2 0 ,8 97 1 ,5 03 !,60 1 .34 7 3 3 .0 2 1 ,5 10 ;,6 3 4 .36

桃 尾 墓 園 13 6 ,6 9 0 4 ,145 2 0 ,84 0 .30 6 97 3 ′4 7 5 4 ,84 2 24 ,3 1 5 .30

浦 山 墓 園 2 6 ,4 07 1 ,2 45 7 ,9 99 .56 3 15 .5 0 1 ,24 8 8 ,0 15 .06

計 33 3 ,3 4 4 13 ,15 4 7 8 ,4 8 0 .4 7 2 2 3 ,6 03 .8 7 13′87 6 82 ,08 4 .3 5

イ　桃尾霊堂

所　在　地　　戸島町　挑尾墓園内

敷地面積　　2,000:式

建設概要　本　体　鉄筋コソクリ「ト平家建　500汀至

納骨堂　家族'納骨壇　400壇、短期納骨壇　400壇

管理棟　鉄筋コソクリート平家建　29.81ヱ式

(事務所、休憩所、便所)

舎利塔　18.5m

竣　　工　本体工事　昭和56年3月

建　設　費　昭和55年度152,380千円(設計委託料含む)

昭和57年度　6,250千円(管理棟、舎利塔)

ウ　使用料
(平元.ll. 1施行)

種 別
使 用 由

.芝 生 墓 地 1 区 画 30 0 ′0 0 0円

般 墓 地 1 平 方 メ ー トル につ き 60 ′00 0 円

(昭56. 5. 1施行)

跳 尾 霊 r堂 期 間 使 用 料

家 族 納 骨 壇 I"
2 0 0 ,0 0 0円

短 期 納 骨 壇 1 5 ,0 0 0
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(7)寿　　場

ア　施　　設

名　　称　　熊本市斎場

、所在地　　戸島町796番地

敷地面積　11,OOOrf

建物面積　　斎場　増改築後の面積1,540rr子　管理人住宅99.46ni

建設年月　　昭和47年12月、増改築年月　昭和62年12月

構　　造　　斎場　鉄筋コンクリート平家建　管理人住宅　木造平家建(2棟)

建設費　128,000千円(造園、管理人住宅2棟含む)

増改築費　131 , 190千円

炉　　数　　重油一般炉12基、再燃炉2基、汚物炉1基

型　　式　　太陽築炉(江口式)ロストル式12基

イ　利用状況

年 度

区分
61 62 63 元 2

大 人
市 内

2 ′8 68件 2 ′892件 3 ,07 2件 3 ′254件 3 ,199件

市 外 698 70 1 712 760 668

小 人

市 内 49 55 4 9 53 34

市 外 ll s 15 16 ll .

死 産 児.
市 内 357 392 283 267 318

市 外 157 173 168 149 14 6

そ の 他
市 内 475 682 458 567 307

市 外 26 26 46 42 5 3

合 計
市 内 3 ,749 4 ′02 1 3 ,862 4 ,141 3 ,8 58

市 外 8 92 908 94 1 967 878

ウ　火葬場使用料

(昭59.4.1施行)

区 分 種 別 . 市 内 市 外 備 考

火

罪

場

の

使

用

大 人
3 ,0 0 0 円 18 ,0 0 0 円

○ 汚 物 は 1 個 S.O O O o S

以 内 の も の

0 式 場 の 使 用 料 は 1 回

3 時 間 以 内

小 人 ▼ 2 ,0 0 0 15 ,0 0 0

死 産 児 1 ′0 0 0 l l ,0 0 0

改 葬 に よ る 人 骨 8 5 0 1,0 0 0

産 汚 物 類 5 0 0 4 ,0 0 0

式 場 の 使 用 3 ,0 0 0 18 ,0 0 0
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(8)飼い犬及び野犬対策

狂犬病予防法及び動物の保護管理に関する法律にもとづき、狂犬病の発生とそのまん延を防止し、これを撲

液し公衆衛生の向上、福祉の増進を目的として、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱い、その他動物の保護、

生毎尊重、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止するもの

である。

7　施　　設

名　　　称

所　在　地

敷地面積

建物面積

管理事務所

収容施設

車　　　庫

管理人住宅

収　納　庫

建　設　費

改　築　費

動物管理セソタ-

小山町451番地

10,630.86m

707. 43iri

!46ili

315. 43ir壬

78H壬

41n!

27 ni

20,925千円

150,396千円

建設年月日　　昭和45年5月21日

改築年月日　　昭和58年3月31日及び昭和61年10月31日

焼　却　炉　　2基　　5.25汀至×2

イ　犬の登録・予防注射・捕獲処分状況

「

登 録 注 射 捕 獲 薬 器
事 務 所

引 取

焼 却

依 頼
計

返 畠

譲 渡

実 験 用

払 い 出 し

処 分 避 妊 去 勢 嘆 傷

6 1 10 ,4 6 6 10 ′3 0 8 1 ,5 48 64 1 ,47 1 1 ,99 0 5 ,0 7 3 25 2 47 2 4 ,34 9 0 0 58

6 2 10 ,5 6 3 10 ,3 6 6 1 ,3 2 9 78 1 ′34 5 1 ,68 4 4 ,4 3 6 28 5 4 45 3 .7 06 0 0 54

6 3 10 ,8 5 6 10 ,65 1 1 ′34 8 92 1 ,24 2 1 ,76 3 4 ,4 4 5 3 11 4 54 3 ,e 0 0 44

元 l l ,8 4 1 1 1 ′64 8 1 ,30 2 83 1 ,14 1 1 ,6 63 4 ,18 9 2 39 3 26 3 ,6 24 0 0 4 7

2 14 ,1 12 13 ,94 2 1 ,27 1 10 3 87 7 1 ,6 73 3 ,92 4 187 3 1 1 3 ,4 26 0 0 4 2
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4　環　境　保　全

(1 )環境基本条例

ア　条例制定の経緯

近年の社会情勢の変化と都市化の進展により、本市の豊かな自然環境が損なわれる恐れがでてきたこと、

またここ数年ラブホテルやパチンコ店の進出、マンションの建設問題等良好な生活環境が悪化する恐れが生

じてきたことにより、環境行政を見直す必要がでてきた。

従来、環境保全に関する対策は個別に行われていたが、このような環境問題の解決のためには、幅広い行

政の対応が必要であり、今までの環境関連条例を統合する指針が必要であるとの認識にたち、総合的な環境

行政を進める上での基本となる条例の検討を行った。

立案作業は昭和63年5月から開始し同年9月議会に提案、全会一致で可決されたものであり、同年10月1

日に公布、施行された。

イ　条例の概要

本条例は基本条例であって、熊本市の環境行政についての市の基本的な考え方と施策の要点をうたったも

のである。

条例は前文と本文11粂並びに附則とかち成っている。

前文では、すべての市民に良好な環境を保障することが行政の責務である、という新しい理念を提示して

いる。

第1条では条例の目的、第2条では「良好な環境」の定義をうたっている。

第3条から5条にかけては各々市、事業者、市民の責務を明らかにしている。

第6条は市の講ずべき環境施策を生活環境、自然環境、歴史的及び文化的環境の3種に類別し、その主要

なものを例示している.

第7条は国等-の措置要語を規定、

第8条は事業者や市民に対する指導、助言、勧告について規定している.

第9条には環境紛争解決のために市があっせん、調停にあたることができることを定めている.

第10条は環境審議会の設置規定、

第11条は委任規定である。

り　環境審議会

日　的　市長の諮問に応じ、良好な環境の確保に関する基本'的事項を調査審議する。

委　　員　17名　(昭和64年1月7日発足)

開催回数　　3回　(諮問件数3件)

エ　環境紛争調整委員会・建築紛争専門部全

目　的　環境基本条例に基づき、良好な環境の確保に関する紛争の処理について、あっせん、又は調停

にあたる。

委　員　委員会6名　(昭和63年10月24日発足)、専門部会6名(平成2年8月1日発足)

開催回数　委員会2回、専門部会15回(付託件数2件)

(2)環境モニター制度

目　　的　市民から幅広い環境情報を収集することにより、本市の豊かな線と水を保全し、美しい街づく

りに資するための基礎資料とする。

モニター　　89人　(昭和63年4月1日発足)
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5　公　害　防　止

公害対策において、工場・事業場の規制はもちろん近年、都市化の進展に起因する河川や地下水汚染、自動車

排ガス等の増加による大気汚染、生活騒音による近隣被害等、身近な都市生活型公害の増加が課題となっている。

これらの問題解決には環境保全の重要性を正しく認識し、市民一人ひとりの協力を得ながら、積極的な解決へ

の取り敵みを進める必要がある。

(1)大気汚染

環境基準達成状況

刺
定 項 目

評価有効 有 効
測 定 評 価 基 準

63 年 度
環境基準

表晶 葦 2 年 度
環 境基 準

局 時 間 数 岩 数 達成状況 達成状 況 達成状 況

市

役

所

局

二酸 化

硫 黄
8 ,6 16 359

1 時 間 値 が O .lppm以 下 で 、 かつ

1 日平均値 が0 .04pm 以下で ある こ
と

× × ○

1 日平均値 の 2 % 除外値 が0 .0 4ppm

以下 で、かつ 1 日平 均値 が連続 し
て 0.04m を超えない こと

○ ○ ○

二酸化

壁 . 秦
8 ,678 362

1 日平均値 の年 間98 % 値 が 0 .06ppm

以下であ ること.

○ ○ ○

光化学

オキシ
ダソ tL

5 ,297 359 1 時間値が 0 .06ppm以下で あること × × ×

東

部

保

健

セ

ン′

蝣5

一

局

二酸 化

硫 黄
8 ,482 35 1

1 時 間 値 が 0 .lmm 以 下 で 、 かつ

1 日平均値 が0 .04ppm 以下 である こ
と

○ × ×

1.日平均値 の 2 % 除 外値 が0 .04ppm

以下 で、かつ 1 日平 均値 が連続 し
て 0 .04ppmを超えない こと

○ ○ ○

二酸化

蝣1

8 .264 343

1 日平均値の年間98 % 値 が 0 .06pm

以下であ ること

○ ○ ○

光化学

+ -+一蝣:.
ダソ ト

5 ,205 355 1 時間値が 0 .06ppm以下で あること .× × ×

浮 遊

粒 子状

物 質

8 ′560 357

1 時 間値 が0 .20mg/ ni以下 でか つ

1 日平均値 が連続 して0 .lmg/ rri以
下 である こと

× × ×

1 日平 均 値 の 2 % 除 外 値 が 0 .10

mg/ rr?以下 で、かつ 1 日平均値 が連
続 して O.lOmg/ m を超 えない こと

× × ×

古

町

小

局

二酸化

硫 P黄
8 ,482 353

1.時 間値 が 0 .1 以 下 で 、 か つ

1 日平均値が 0 .04ppm以下 であ るこ
と

○ × ○

1 日平均値の 2 % 除 外値が 0 .04ppm
以下で、かつ 1 日平 均値が連続 し

て 0 .04ppm を超 えない こと

○ ○ ○

二酸化

窒 素
8 ,687 363

1 日平均値 の年 間98タ̀ 値 が0 .06npm

以下 であるこ と
- ○ ○

光化学

rl- * i
ダソ ト

5 ,342 363 1 時間値 が 0.06ppm以 下であ ること × × ×

(注)環境基準達成状況: ○達成　×未達成
光化学オキシダソトの評価対象時間は昼間(5時～20時)である
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ばい煙発生施設届出件数

届 出対象 事業 場 . 工場数 はい煙発生施設数

区 分 年 度 61 6 2 63 元 2 61 62 63 元 2

大気汚染防止 法
事 業 場 28 6 324 267 266 269 3 96 445 386 388 40 1

X 52 58 67 67 8.0 108 108 125 137 155

熊 本 県

公 害 防 止 条 例

事 業 場 28 4 286 280 286 296 389 397 379 388 407

工 場 7 1 65 71 52 57 107 96 103 75 8 1

降下はいじん量の経年推移(トン/y/月)

地 区

成 分

年 度

市 役 所 城 南 中学 校 東 部 保 健 セ ン タこ 全 市 平 均

I S T 工 S T 1 S T I S T

6 1 1 .82 1.55 3 .37 1 .77 2 .00 3.7 7 1 .52 1 .31 2 .83 1 .70 1 .62 3 .3 2

6 2 1 .96 1.59 3 .55 2 .10 1 .74 3 .8 4 2 .29 1 .24 3 .53 2 .12 1 .52 3 .6 4

6 3 2 .41 1.70 4 .ll 2 .38 2 .03 4 .4 1 0 .92 1 .53 2 .45 1.90 1.75 3 .6 5

元 2 .56 1 .78 4 .34 3 .65 1 .85 5 .5 0 3 .7 9 1 一55 5 .34 3 .33 1.73 5 .0 6

2 2 .07 1 .85 3 .92 0 .98 1 .54 2 .52 0 .98 1 .36 2 .34 1.34 1.58 2 .9 2

(注)　I一一不溶解成分　　S-・-溶解成分　　T--降下はいじん総量
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(2)水　　　質

(平成2年度)

削定項 目 P H C l・ D O B O D S S
採水

河
川
名 . 調査地 境

(芸素 イオ孟 ) (芸素 イオ孟 )
(溶存酸 素 )

∴ ∴
(浮遊物質 ) 回数

加

輿

川

藻 器 塘
畢 小 最大 ms / 」 ng / 4 m / & m / 」

127 .2 7 .6 20 3 1 3 .3 7 .1 5 .3 18 < 1

m 7 .1 7 .5 1 0 2 3 :.0 11 0 .7 5 .8 < 1 li.

加 勢 橋 6 .9 7 .4 1 0 ′、 2 6 6 .0 S .5 o .r 3 .2 < 1 6 3 12

江津 斉藤橋 6 .9 7 .5 1 0 ノ、 17 4 .7 10 0 .6 5 .1 < 1 12

秋 津 橋 7 .2 8 .7 10 17 6 .6 ′、 16 1 .1 ∵ 6 .4 < 1 16 12

西 無 田 橋 7 .2 - 7 .7 7 ′) 14 7 .2 ′) 10 0 .8 ′ 4 .8 < 1 45 12

響

罪

川

打 越 橋 7 .0 ノ、 7 .5 16 32 4 .8 3 .7 3 .0 7 .3 34 12

行 幸 橋 7 .1 7 .6 17 ～ 29 5 .6 7 .3 1 .9 6 .5 87 12

城山上代 橋 7Ⅰ1 ＼ 7 .5 20 33 5 . 1 7 .2 3 .5 13 5 へ′ 50 36

千 金 甲 橋 7 .1 7 .8 2 10 3 1 0 5 .1 8 .5 3 .1 8 .1 3 0 12

井

芹

川

山 王 橋 7 .2 8 .2 16 2 5 7 .1 ～ 12 3 .1 9 .3 1 - 6 3 6

段 山 積 7 .3 ′ 8 .5 18 ′、 2 7 6 .4 11 2 .8 ～ 10 < 1 ～ 6 4 12

尾 崎 橋 7 .2 ′、 8 .2 1 7 2 6 6 .0 9 .3 3 .6 ′、 7 .5 22 3 6

白
川

吉 原 橋 7 .1 7 .8 13 3 8 7 .4 ′) l l 1∴ 4 .4 < 1 25 12

井

辛

一 の 井 手 7 .6 ′ 7 .8 11 一、 13 7 .1 7 .8 2 .3 ′ 2 .8 17 28 2

二 の 井 手 7 .7 - 7 一8 10 13 7 .3 7 .7 1 .1 ′ 1 .3 1 4 14 o

三 の 井 手 7 .6 7 .8 10 13 7 .4 7 .7 1 .0 2 .5 5 - 8 2

(注)　<1は1より小さい数値を示す

水質汚濁防止法に基づく届出件数　　　　　　　　　　　　　　　　(平成2年度)

設 置 使 用 構造等変更 氏名等変更 廃 止 特定事業場数

規 制 対 象

特定事業場数

17 0 5 16 12 667 113
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(3)蚤　　　音

特定施設届出件数 (平成2年度)

届 出の 区分

汰 . 条例
設 置 使 用 数等変 更

氏 名 等

a : i
使用 全廃 承 継

I *

m m m &

施 設 数

騒 音 規 制 法 12 0 1 23 1 0 79 7 3 ,23 7

熊本県公害 防止条例 9 0 0 l l 37 3 1 2 ,22 1 10 ,8 90

合 計 10 2 0 12 60 4 1 3 ,0 18 14 , 127

特定建設作業実施届出件数

年 度
61 62 63 2

特定建 設作業 の種類 7G

騒 基

音づ
挽 く
制届
法 出

tc

杭 打 機 . 杭 抜 機 を 使 用 す る 作 業 44 52 58 52 60

び .よ う 打 機 を 使 用 す る 作 業 0 0 0 0 0

さ く 岩 機 を.使 用 す る 作 業 63 69 129 . 53 141

空 気 圧 縮 機 を 使 用 .す る 作 業 4 2 9 13 17

コ ン ク リー トプ ラ ン ト又 は ア ス フ

ァル トプ ラ ソ トを 設 け て 行 う作 業
0 0 0 0 0

振基
動づ
規 く
制届
法 tH

に

杭 打 磯 . 杭 抜 機 を 使 用 す る作 業 75 79 78 84 113

鋼 球 を 使 用 す る 作 業 0 0 0 0 0

舗 装 版 破 砕 機 を 使 用 す る 作 業 0 0 0 0 0

プ レ 】 カ ー を 使 用 す る 作 業 3 4 51 65 56 67

県基
条 づ
例 く

に届
出

コンク リー トカ ツタI を使用 する作業 2 1 8 4 15

掘 削 機 概 を 使 用 す る 作 業 417 479 456 362 355

鋼 球 を 使 用 す .る 作 業 0 0 0 0 0

合 計 639 733 80 3 624 768

(4)娠　　　動

特定施設届出件数 (平成2年度)

届出の区分

汰
設 置 使 用 .数等変更

氏 名 等

変 更
使用全廃 承 継

工 場 .

事業場数
施 設 数

振 動 規 制 法 6 0 2 10 0 0 259 1,093
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(5)苦情処理件数

年 度

種 別
6 1 62 63 元 2

大 気 汚 染
22件

・"'K
37年 33件 35件

水 質 汚 濁 27 28 1b 34 29

」 77 77 72 88 95

振 動 9 10 8 ll 7

悪 臭 26 37 42 26 43

そ の 他 7 4 20 ll. ll

計 168 182 198 203 220

(6)公害防止事前指導

公害防止事前指導は、工場等の建築確認が申請された段階で、将来予知される公害問題を検討し、抜本的な

公害防止対策が講ぜられることを目的として、昭和47年12月より指導を始めた。

年 度 61 62 63 元 2

指 導 件数 719 940 1 ,026 1,055 1 ,060

(7)公害対策審議会

目　　的　公害対策に関する基本的事項、その他市長が必要と認める事項について市長の諮問に応じ、調査

審議する。

委員構成15人以内

○　学識経験を有する老

○　市議会議員・

○　関係行政機関の職貞

任　　期　2年

報　　酬　日額　7,000円
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6　緑化推進(森の都作戦)

(1)概　　　況

健康で快適な生活環境づくりを目的とした線化運動「森の都作戦」は、市議会における「森の都宣言」 (昭和

47年10月2日)以来、着々とその成果をあげている。

すでに10余年をすぎたこの作戦は市民の関心と理解を待て急速に進展しつつあるが、平成元年6月1日制定

した「熊本市縁地の保全及び線化の推進に関する条例」に基づき、 20年、 30年後の縁につつまれた潤いのある

郷土の姿を措きながら精力的に線化を進め、緑と水に輝く森の都の再現をめざしている。

(2)森の都作戦推進体制

本部長　　市　長

副本部長　　助　役

職務:線化事業に関し議すべ

き施策を総合調整しその推進

にあたること

職務:本部の庶務の処

理及び森の都推進会議

との連絡に関すること

(3)事業内容

「熊本市振地の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づき下記の重点施策を計画的に推進する.

ア　緑の保護・造成事業

線化推進基本計画の策定/市内に点在する由緒ある名木、大木、古木の保護育成/緑地の保全/環境保護地

区の指定/開発行為の事前協議/ふるさとの森基金の積立て/快適環境の創出/街路、学校、公共施設等の

線化/公共樹木の管理・育成/市営閲場の育成管理/ふれあいの森林づくり/=場・事業所等の線化

ィ、市民運動の展開

緑化思想の普及徹底/市民運動の助長育成/家庭の線化/記念植樹運動/線の少年団の育成
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(4)事業実施状況
(平成2年度)

事 業 名 事 業 概 要 金 額

公 共 樹 木 保 全
保存樹木 の指 定及び管理、公 共樹木の育成管理、市民 の森 千 円

62 .363
管理

立 田 山 保 全

立田山生活車 境保全林の買入 れ、整備、立 田山憩 の森 の下

249 ,828
草刈 り、施肥 、除草等管理

自 然 環 境 保 全

自然保護審議 会の開催、環境保護地区指定候補地 の精 密調

112 ,363査、開発行為 の事前協議、ふるさ との森基金 の積 立て、ホ

タルの街づ く りの推進、坪井川錦 鯉放流

金 峰 山 管 理

「くまもと自然休養林金峰山地区保護管理 協議会」に画す

1,300
る経費負担

ふれ あいの森林管理

「ふれ あいの森林」 の施設管理及び 「熊本 地域ふれ あいの

5 ,964
森林推進協議会」 に対 する経費負担

公

共

也

^

学 校 線 化 新設校 . 未整備校 の植栽等 3 2,453

街 路 線 化 街路樹植栽及 び植樹桝 設置 23 ′097

市 施 設 線 化 新築施設 、未整備施 設の植栽等 43 ,76 1

花 い っぱい作 戦
地域 .学校 . 市施設 等に花百 の配布(パ ンジー . サル ビア)

33 ,854

化 花壇 及びフラ ワーポ ッ トの設置、草花植栽管理

圃 場 苗 木 管 理 蓮台寺圃場 ほか 3 カ所の苗木育成 . 管理 2 ,595

家 庭 線 化

生垣 設置奨励 補助、 ツタ首配布、線化協定 区域 内の樹 木配

2 ,738
布

工 場 緑 化 工場 . 事業所 等への樹未配布 2 ,032

く ま も と線 の 基 金 財団法人 くま もと縁 の基金の管理 運営及 び基 金の造成 2 ,934

線 化 基 本 計 画 策 定 線化推進基本計画を策定す るための現況調査 を実施 6 ,987

「み ど り の 日 」
「み ど りの 日」を記念 して植樹祭 を実 施 (会場 川尻小学

5,673
記 念 植 樹

校)

緑 化 啓 豪

市民運動に よる地域環境線化活動の促 進、学校環境線化 コ

10 ,15 2
ソク I ル の実施、街 路樹愛護会の育成 、立 田山線に親 しむ

つ どいの実施 、森 の都推進会議の 開催 、緑の羽根募金運動

の促進 、生垣 コンクールの実施ほか

計 598 ′0 94
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7　地下水保全対策

(1 )地下水保全の取り組み状況

ア　概要

本市を事、昔から清例な地下水に恵まれ今日も上水道をはじめとする工業・農業用水等種々の用途に地下水を

利用している.

しかし、都市化の進展や生活様式の多様化等に伴い、地下水をとりまく環境は年々厳しくなっている。

そこで、この貴重な水資源である地下水を後世まで守り伝えていくために、市議会で「地下水保全都市宣

言」が決議(昭和51年3月)され、その後「熊本市地下水保全条例」を制定(昭和52年9月)し、さらに地下

水保全対策事業推進本部(平成2年1月)の設置や熊本市地下水保全条例の一部改正(平成3年3月)など横

極的に地下水保全に取り観み、良質な地下水の安定的確保を目指している。

イ　地下水保全対策

量の保全

o長期水需給の検討

将来の水の安定供給を図るたあに、長期的展望に立った地下水の保全のための需要を予測し、その供給計

画を策定する。

○水利用合理化の推進

家庭用水・都市活動用水・工業用水について水使用合理化指導指針等により、節水・合理化を推進し、節

水型社会の形成を目指している。

○地下水かん義の推進

水源かん養林の造成、農地における雨水浸透実験、市街地における透水性舗装等の設置により地下水かん

養量の増加に努めている。

o地下水利用状況の把握

地下水保全条例に基づき地下水の年間採取量を地区別・用途別について調査し、地下水の利用状況を把捉

している.

○地下水位監視体制の確立

地下水の現況や変化を把握するため観測井を設置して、地下水位を継続的に観測し、監視体制の確立を目

指している。

質の保全

○地下水汚染防止対策

昭和57年度環境庁が実施した地下水水質調査の結果、トリクロロエチレン等の有機塩素化合物による地下

水汚染が判明し、 58年度から市独自で地下水汚染実態調査や追跡調査を継続して実施している。さらに平成

元年度から観測井を使い地下水汚染物質除去実験を実施している0

また工場・事業場-の監視・指導を徹底し、地下水汚染防止に努めている。

○地下水質監視体制の確立

地下水汚染の早期発見や地下水質の長期的変化を把撞するため、平成元年度から観測井を使い地下水質を
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定期的に測定し、監視体制の確立を目指している。

啓発

○広報冊子、啓発用ビデオの作成や水の週間等での啓発活動を実施する。

o市民団体との連携のもとに水環境保全の促進を図る.

財団法人熊本地下水基金の育成

本市を含む16市町村における広域的な地下水保全対策を推進するため、平成3年3月26日に脚熊本地下水

基金を設立し、水源かん養林の造成・整備に関する助成・確保や地下水かん義に関する助成等に取り阻むこ

とになっている。今後、関係市町村との連携のもと、当財団の有効活用を図り、その育成に努める・

(2)地下水保全条例に基づく地下水採取状況(推計値)

年 度

用 途
6 0 6 1 6 2 6 3 元

上

求

道

用

# p 6 9 6 9 7 0 7 0 70

】 日平 均 採 取 量 M 2 1 8 ′1 1 9 2 2 0 ,1 69 22 1 ,0 99 2 2 5 ,2 4 3 2 2 7 ,4 5 4

年 間 採 取 量 M 7 9 ,6 13 ,5 5 3 3 ,3 6 1 ,6 1 9 8 0 ,9 2 2 ,2 0 0 8 2 ,2 13 ,6 6 7 8 3 ,0 2 0 ,7 3 8

農
莱

求
産
秦
m
用

井 戸 本 数 (* ) 1 ,4 5 5 1′4 7 1 1 ,4 2 6 1 , 3 6 4 1 ,3 37

一 日平 均 採取 量 M 48 , 52 2 4 3 ,3 7 3 4 5 ,3 6 9 4 4 ,9 6 1 4 5 , 0 28

年 間 採 取 量 (ni) 1 7 ′7 1 0 ,4 4 2 1 5 ,8 3 1 ,0 7 5 16 , 60 5 ,0 4 3 1 6 ,4 1 0 ,8 4 7 1 6 ′4 3 5 ,3 6 4

コ二
*

逮
輿
物

家
磨
用
等

井 戸 本 数 (* ) 1 ,4 5 6 1 ,4 38 1 ,3 5 3 1 ,3 1 1 1 ,2 4 3

一 日平 均 採 取 量 M 10 5 ,8 4 1 9 0 ,1 5 9 8 7 ,5 4 9 8 3 , 18 0 7 7 ,9 6 6

年 間 採 取 量 (rrf) 3 8 ,6 3 1′9 8 1 3 2 ,9 0 8 ,0 8 5 3 2 ,0 4 3 ′1 0 5 3 0 ,3 6 0 ,8 0 2 28 ,4 5 7 ,6 47

# p * 2 ,98 0 2 ,9 7 8 2 ,8 4 9 2 ′7 4 5 2 ,6 50

A
CJ

汁

一 日平 均 採 取 量 (ni) 3 7 2 ,4 8 2 3 5 3 ,7 0 1 35 4 , 0 17 3 5 3 ,3 8 4 3 5 0 ′4 48

年 間 採 取 量 (ni) 1 3 5 ,9 5 5 ,9 7 6 1 2 9 ,1 0 0 ′7 7 9 1 2 9 ,57 0 ,3 48 12 8 ,9 8 5 ,3 16 12 7 ,9 13 ,7 4 9
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8　ご　み　処　理

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき毎年度処理計画を定め、全市域を対象に収集を行っている.なお、

昭和61年4月1日から市民サービスの向上を図るため収集回数を改善し、もえるごみは週3回、もえないごみ・

大型ごみと資源ごみは毎月2回、ステ-ショソ方式で行っている。

(1)収集及び処理量

7　収　集　量 (単位　七)

区 分 年 度 6 1 6 2 6 3 元 2

直

普

北 部 清 掃 事 業 所 3 1 ,7 1 4 3 3 ,5 5 1 3 4 ,74 7 3 5 ,9 6 1 3 5 ′2 2 1

西 部 清 掃 事 業 所 4 3 ,7 0 8 4 5 ′1 2 9 4 6 ′64 2 4 7 ,2 7 6 4 6 ′3 0 4

東 部 清 掃 事 業 所 3 4 ,8 4 4 3 7 ,5 4 6 3 9 ,39 7 4 2 ,1 7 1 4 2 ′3 8 9

特 別 清 掃

管 理 事 務 所
8 ,6 2 9 1 0 ,0 1 0 10 ,47 5 1 0 ′9 6 8 l l , 1 0 0

委 託 収 集 9 .0 4 9 9 ,8 5 5 10 , 9 14 l l ,8 5 7 .12 , 6 0 6

許 可 業 者 5 7 ,8 9 3 6 1 ,9 5 9 6 7 ,7 2 9 7 5 ,3 5 6 7 5 , 6 8 4

自 己 搬 入 2 7 ,8 0 7 3 2 ,3 3 7 3 5 ,5 0 2 4 0 ,2 8 5 4 5 , 5 5 6

計 2 1 3′6 4 4 2 3 0 ,3 8 7 24 5 ,4 0 6 2 6 3 ,8 7 4 2 6 8 ,8 6 0

1 日 平 均 収 集 量 58 5 6 3 1 6 7 2 7 2 3 7 3 7

1人 1 日当た り排出量 ( g ) 1 ,0 4 6 1 ,1 1 6 1 , 18 2 1 ,2 6 1 1 , 2 7 0

(注)　旧飽託4町を除く

イ　処　理　量
(単位　t)

年 度

区 分

6 1 6 2 6 3 元 2

総 量 日平 均 総 量 日平 均 i ^ m 日平 均 総 量 日平 均 総 量 日平 均

蘇

却

西 部 清 掃 工 場
12 2 ,3 27

( 3 ,3 75 )
3 44

137 ,5 16

( 6 ,00 4)
3 93

14 1 ,4 14

( 5 ,8 96 )
40 3

14 1 ,0 34

( 6 , 196 )
40 3

14 1′1 19

( 5 ,44 0)
4 0 2

東 部 清 掃 工 場
5 8 ,5 1 0

( 3 17 )
16 1

58 ,15 3

( 0)
1 59

6 7 ,4 55

( 6 57 )
18 7

8 1 ,5 52

( 8 73 )
22 6

0 ,7 2 3

( 1′50 9)
2 2 5

哩 JL
27 .6 10

( 2 5 9)
7 6

28 ,7 0 6

( 2 6 6)
7 9

3 0 ,3 40

( 2 19 )
8 4

3 4 .3 09

( 2 4 1)
9 5

40 ,06 6

( 32 9)
1 11

再 資 源 化 5 ,197 14 6 ,0 12 16 6 ,197 17 6 ,9 79 19 6 ,95 2 19

計
2 13 ,6 44

( 3 ,9 5 1)
5 95

2 30 ,3 8 7

( 6 ,2 7 0)
6-17

24 5 ,4 06

( 6 ,7 22 )
6 9 1

26 3 ,87 4

( 7 ,3 10 )
7 4 3

2 68 ,8 6 0

( 7 ,27 8)
7 5 7

(注)　( )内は旧飽託3町分で外数

(2)廃棄物地理手数料

種 別 取 扱 区 分 単 位 金 額

te ^ fe
焼 却又は埋立て

I
1 回の持込量 、

500円
のみ行 うとき 200kgにつ き
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(3)保有車両と人員 (平3.5.1現在)

事 業 所 名
2 t

ダ ン プ車

パ ッカー車 ロータ1) I 奉 ブル ドl ザ一等

灰 出

ダ ソ プ車

予 備 革

2 t ダ ソ プ車

j.ち

運 転 手

技 術 吏員

作 業 員

北部 清 掃 事 業 所

西 部 清 掃 事業 所

東 部 清 掃 事 業所

ム 台 IL.ち
fコ
2 0

-i*
ロ ム

a
ロ

ロ 5 4 2 5 33

25 3 4 2 8 3 6

1 4 l l 4 25 3 3

東 部 清 掃 工 場

西 部 清 掃 工 場

1 2 4 39

3 7 38

特別清掃管理事務所 12

票 聖 イ壷 1

- * Il.

2 13 17

扇田埋立管理事務所

ブル ドーザー 4

コ ∵ ¥ < - 1

シ ョベ ル 2

散 水 車 1

バ キ ユ I ム 1

4 t ダ ン プ.1

3 9

(注)　管理職、事務職は含まない

(4)再資旗化推進事業

目　　的　市民の自主的な有価物回収運動を促進し、さらに資源ごみの再資源化を潰極的に推進す

ることにより、省資源対策をふまえたごみの減量、埋立地の延命、市民の省資源意識の向

上を期する。

収集回数　資源ごみ収集日、毎月2回

住民搬出方法　袋または、ダソボール箱に入れ、収集日の朝から午前8時30分まで、町内の不燃物集積

場-搬出する

収集品目　ガラス製・金属製の容器摸、古新聞、古雑誌、ダソボール、古着など

(単位　t)

区 分 年 度 6 1 6 2 63 元 2

9 ,5 4 5

6 ,9 5 2

収 集 量 6 ,4 9 2 7 ,2 3 9 7 ,7 6 3 8 ,9 4 0

再 資 源 化 量

委 託 料 (千 円)

5 ,1 97 6 ,0 1 2 6 ,1 9 7 6 ,9 7 9

8 6 ,9 0 1 8 7 ,0 0 0 8 7 ′0 0 0 9 0 ,6 4 0 9 0 ′6 4 0

(注) 1.委託料は、回収経費と選別経費の合算額から売却代金を差し引いた額を基礎として算定
MS旧

2.収集量-再資源化量-選別残漆

(5)焼却施設

名 称

区 分

東 部 清 掃 工 場 西 部 清 掃 工 場

所 在 地

敷 地 面 積

戸島町正玄塚2570番地 城山薬師町363番地

80 ,616m (I 場敷地約34′000m ) 30,843rrf

昭58. 3 昭61. 3

9,203′272千円

14′477m (管理棟を含む)

450 t / 24時間(225 t ×2 基)

建 設 年 月 昭52. 3 昭54. 3

建 設 費 4,200,000千 円

建 物 面 横 7,372rd (管理棟を含む)

焼 却 処 理 能 力

破 砕 処 理 能 力

300 七/ 24時間 (150七×2 基)

50 t/ 5 時間 50 t / 5 時間
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(6)余熱利用

東部清掃工場

目　　　的 東部清掃工場の余熱を利用した浴室のある施設で地元住民をはじめ広く市民の健康保持と

福祉の増進に資する

名　　　称　　三山荘

所　在　地　　戸島町2573番地

経営主体　　熊本市(管理運営は戸島地域環境保全協議会に委託)

開設年月日　　平成2年10月16日

構　　　造　　鉄筋コソクリート+鉄骨造、和風瓦葦平家建

敷地面積　　6,769ri

建物面積　　992.63rd (浴室、大広間、トレーニング室、和室(茶室含む)、会議室

リラックスルーム)

建　設　費　　391,200千円

定　　　員　　大広間80人、浴室　男子・女子用各30人、会議室30人、和室(茶室含む) 20人

使　用　料　　大人(高校生以上) 250円(平成3年4月1日より)ただし、地元町内会に所属している者

は無料

小人(中学生以下)無料

休　館　日

魂闘Iias

西部清掃工場

目　　　的

毎週月曜日、 12月29日から翌年1月3日まで

午前10時から午後4時30分まで。ただし、市長が必要と認めるときは開館時間を変更する

ことができる

西部清掃工場の余熱を利用して発電を行い、工場内の電力をまかなう。また一部で-ウス

園芸施設-の温水を供給する

発電設備　　復水式蒸気タービン　定格出力　3,000kw

-ウス園芸施設への温水供給

利　用　者　　西部清掃工場温水利用温室魁合と小島上町花き団地

施設面積　　(農地面積)　約19,000rf

・加温方式　　温水フィンチューブ方式(60C-100℃)

栽培品目　　ピーマンと花き類

温室内容　　アクリル温室とガラス温室

(7)埋立処分地

名　　　称

所　在　地

敷地面積

哩:w:面朽

埋立容量

処分開始

工事期間

建　設　費

扇田埋立処分場

貢町1567番地

124, 660irS

91,6001遥

1,580,000:讃

昭和59年5月

昭和56年2月～昭和59年3月

3,500,000千円
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9　し　尿　処　理

本市のし尿収集(便槽くみ取りと浄化槽清掃)は全市域を小学校区毎に地区割し、全て許可業者(9社1協業

組合、車両5白台)が行っている。

便槽は各戸毎に月1回以上くみ取りしており、浄化槽は月1回の保守点検と年1回以上の清掃を行うよう指

導している。

収集したくみ取りし尿と浄化槽汚泥は東部汚水処理場と蓮台寺下水処理場で活性汚況処理をしているe

(1)処理対象人口と収集量

区 年 度 6 1 62 6 3 元 o

579 ,3 0 5

3 1 2 ,7 5 0

総 人 口 56 0 ,0 0 0 5 6 6 ,0 0 0 5 7 1 ,0 0 0 5 7 5 ,2 0 0

内

釈

水 洗 化
公 共 下 水 道 229 ,0 0 0 2 4 5 ,0 0 0 2 7 0 ,0 0 0 2 9 7 ,1 0 0

浄 化 槽 221 ,0 0 0 2 19 ,0 0 0 2 1 0 ,0 0 0 19 4 ,0 0 0 19 2 ,3 57

く み 取 り 108 ′000 10 0 ,0 0 0 9 0 ,5 0 0 8 3 ,7 0 0 7 3 ,8 2 9

自 家 処 理 2 ,00 0 2 ,00 0 5 0 0 4 0 0 3 6 9

2 0 5 .2
収

m

量

し 1 日 K l ) 2 7 5 .7 2 7 2 .8 、258 . 3 2 39 .2

浄 化 槽 汚 泥 1 日収 集 量 (K 」2) 2 5 8 .1 2 5 4 .3 2 5 7 .2 2 3 9 . 6 2 5 6 .2

1 日 収 集 量 合 計 CO ) 5 3 3 .8 5 2 7 .1 5 1 5 .5 4 78 .8 4 6 1 .4

(荏)　旧飽託4町を除く

(2)収集と処理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　Kゼ)

区 分 61 62 6 3 元 2

147 ′625 .3

9 3 ,4 92 . 1

収 集 158 ,6 0 5 .0 1 5 8 ,38 4 .4 15 4 ,0 5 6 .3 1 4 3 ′203.3

処

哩

東 部 汚 水 処 理 場 99 ,119 .6 9 6 ,8 7 9 .0 9 3 ,0 1 9 .7 3 ,6 7 3 . 3

蓮 台寺 下 水 処 理 場 59 ,48 5 .4 6 1 ,5 0 5 .4 6 1 ,0 3 6 .6 5 4 ,5 3 0 . 0 5 4 ′133 .2

計 158 ′605 .0 1 5 8 ,3 8 4 .4 1 5 4 ′05 6 .3 1 4 3 ,2 0 3 .3 14 7 ′6 25 .3

(荏) 東部 汚 水 処 理 場 の 処 理 量 は 旧飽 託 3 町 分 を 含 む

(3)料　　　金

人頭制料金　月1回収集のとき・--1人につき350円(消費税別)

人頭制加算料金　月2回以上のときで月1回分に加算---1人1回につき175円( 〟 )

従量制料金　簡易水洗便槽や事業所便槽のとき・--11につき8円( 〟 )

(4)終末処理施設

名称

区分

東 部 汚 水 処 理 場 蓮台寺 下水 処理 場 (し尿処理 関係)

所 在 地

敷 地 面 積

秋 津 3 丁 目17番 1 号 連 台寺 町920番地

31 ,6 04 m 93 ,90 0 m

建 物 面 帯

処 理 能 力 人 口

処 理 能 力

9 ,3 15 m 1 9 ,00 0 m

3 08 ,0 00人 15 0 ,0 00人

37 0 K 」/ 日+ 圧送 能力 50K 」/ 日 18 0 K .2 / 日

.建 設 年 月 日

1 期 昭37 . 12 3 9 . 12 1 期 昭33 . 6 3 4 . 10

2 期. 昭43 . 12 4 5 . 3

3 期 昭53 . 1 5 4 . 3

2 期 昭37 . 1 2 39 . 3

建 設 費 1,1 97 ,5 5 1千 円 16 3 ,70 0千円

方 式

嫌気性 消化 .活性汚泥 (32 0 K ^ / 日 )

酸化処 理 (50 K ^ / 日)

下水 道圧送 (50 K 4 / 日)

嫌 気性 消化
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1 0　産

(1)概　　　要

所　在　地

敷地面積

建物面横

本　　館

新　　館

医師住宅

看護婦宿舎

病　床　数

職　員　数

(2)利用状況

院

本山3丁目5番11号

3,028n?

2,068.7ni

鉄筋コンク1)-ト2階建　延1,104.6n?

鉄筋コンクリート3階建　延565.5irf

木造瓦葦平家建　64.2n?

木造瓦葺2階建　延123.3汀至　鉄筋コソクリート2階建　延211.lit?

38床

医師2人　助産婦(看護婦) 24人　薬剤師外3人　事務職員5人

年 度

区 分
61 62 63 元 . 2

分 娩 数 (人) 569 489 399 38 2 314

入 院 数 (件 ) 12 ,180 ll ,013 8 ,742 7 ,712 7 ,835

外 来 数 (件 ) 13 ′804 11 ′86 1 9 ,556 9 ,107 8 ,322

汁 (件 ) 25 ,984 22 ,874 18 ,298 16 ,819 16 ,157

(3)経営状況

(単位　千円)

年 度

区 分
6 1 6 2 6 3 元 1

収 入 3 7 4 ,9 7 1 3 8 3 ′7 3 9 3 4 8 ,9 1 4 3 6 3 ,9 7 3 3 6 8 ,4 7 1

. 支 出 3 7 4 ,8 7 3 3 8 3 ′7 18 3 4 8 ,8 6 3 3 6 3 ,9 2 6 3 6 8 ′4 20

.損 益 98 2 1 5 1 4 7 5 1

(4)使用料及び手数料

7　使用料

個室(3室)　1日につき　　　　500円

イ　手数料

文書手数料　　1通につき　　1,000円

但し、死亡診断書と生命保険関係書類は1通につき2,000円

-166-



1 1市　民　病　院

(1)概　　　要

所　在　地

開設年月日

敷地面積

建物面積

構　　　造

病　床　数

主な設備

湖東1丁目1番60号

昭和21年2月1日

14,002.53rd

延　26,967.54rri

鉄骨鉄筋コソクリート造地下1階地上8階建

580床(一般540床、伝染病40床)

脳波計、 UCG (心臓超音波診断装置)、 CCU、 Col回転照射装置、光擬固装置、多用

途超音波診断装置、血液ガス分析装置、無菌空気ろ過装置、分娩監視装置、オ-けナラ

ィザ-、自動血球計数器、シソチレ-ショソカメラ、ラルストロソ、ジャイロスコープ、

全身用CTスキャナー、血管造影装置、リニアック(超高圧Ⅹ線照射装置)、コソピュ~

テッド・ラジオグラフィー、デジタルガソマカメラシステム、生化学自動分析装置システ

ム

診療科目　内科、精神科、神経内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、外科、整形外科、形成

外科、脳神経外科、呼吸器外科、小児外科、皮膚科、ひ尿器科、こう門科、産婦人科、眼

科、耳鼻いんこう科、理学診療科、放射線科、歯科、麻酔料

職　員　数　501人(医師61人看護婦　313人　医療技師66人　事務その他61人) (乎3.6.1現在)

(2)経営状況

(単位　千円)

年 度

区 分

6 1 6 2 6 3 元 2

収 入 6 ,6 3 4 ,8 5 5 6 ,8 48 ,6 7 1 7 ,0 2 2 ,4 5 6 7 ,3 2 2 ,6 8 9 7 ,27 5 ,C

支 出 i, 1 93 ,0 6 1 fi ,4 9 5ナ9 57 6 ′7 3 1 ,8 97 7 ′0 13 ,8 7 6 7 ′4 4 4 ,0 5 3

損 益 4 4 1 ,7 9 4 3 5 2 ,7 1 4 29 0 , 5 5 9 3 08 ,8 13 △ 16 8 ,9 6 5

利 益 剰 余 金 7 0 9 , 6 5 9 1′0 1 2 ,3 7 3 1 ,28 2 ′9 3 2 1 ,5 7 1 ′74 5 1 ,3 8 2 ,7 7 9

(3)使　用　料

特　別　室(21室)　1人1日　　2,000円

個　　室(21窒)　1人1日　　　250円
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(4)科目別診療状況

科 目 患者 数 年度
61 62 6 3 元 2

内 科

入 院 4 9 ,5 8 5 4 9 , 3 19 5 1 ,1 7 3 5 2 ,8 5 2 5 1 ,48 3

】 日平 均 入 院 1 3 5 .a 13 4 .8 1 4 0 .2 1 4 4 .8 1 4 1 . 0

外 来 5 7 ′5 2 9 5 8 , 17 7 5 8 .2 0 6 6 4 ,3 6 6 5 9 ,58 5

一 日平 均 外来 1 9 4 .3 19 5 .2 1 9 6 .6 2 1 8 .2 2 0 3 . 4

計 10 7 ,1 1 4 10 7 ′4 9 6 1 0 9 ′3 7 9 1 1 7 ′2 1 8 1 1 1 ′0 68

精 神 科

入 院 0 0 0 0 0

】 日平 均 入 院 0 0 0 0 0

外 来 3 ,3 0 2 5 ,0 2 5 5 ,6 7 2 6 ,5 3 5 6 .7 4 9

- 日平 均外 来 l l .1 16 .9 1 9 .2 2 2 .豆 2 3 . 0

計 3 ,3 0 2 5 ,0 2 5 5 .6 7 2 6 ,5 3 5 6 ′7 49

小 児 科

入 院 3 1 ,3 5 0 3 2 ,2 8 1 3 4 ,6 7 2 3 2 .3 8 8 3 1 ,1 19

一 日平 均 入院 8 5 .8 3 .2 9 5 .0 3 .7 8 5 .3

外 来 2 1 ,9 1 1 2 1 ,7 7 5 2 3 ,0 6 0 2 5 ,9 3 9 - 2 5 ,98 8

ー El平 均 外 来 7 4 .0 7 3 .1 7 7 .9 8 7 .9 3.7

計 5 3 ,2 6 1 5 4 ,0 5 6 5 7 ′7 3 2 5 8 ,3 2 7 5 7 ,1 07

外 科

入 院 2 2 ′6 6 0 2 1 ′7 0 7 2 1 ,5 0 6 2 2 ,4 4 6 2 2 ′9 57

一 日平 均 入院 6 2 .0 5 9 .3 58 .9 6 1 .5 6 2 .9

外 来 2 6 ,2 7 6 2 4 ,5 9 4 2 5 ,8 0 0 2 5 ,3 6 5 2 7 ,4 5 8

一 日平 均 外 来 8 8 ⊥7 8 2 .5 8 7 . 2 8 6 .0 9 3 .7

-+ 4 S .9 3 6 4 6 ,3 0 1 4 7 ′3 0 6 4 7 ,8 1 1 5 0 ,4 15

整 形 外 科

入 院 2 3 ,7 1 2 2 3 ,6 2 8 2 4 , 4 7 4 2 4 ,8 24 2 1 ,9 2 0

一 日平 均 入 院 6 4 :9 4 .6 6 7 . 1 68 .0 6 0 . 1

外 来 1 8 ′7 6 7 2 0 , 12 5 2 0 ,4 0 9 2 1′0 0 9 1 9 ,4 9 9

一 日平 均 外 来 6 3 .4 6 7 .5 3 . 9 7 1 .2 6 6 .5

計 4 2 ,4 7 9 4 3 ,7 5 3 4 4 ,8 8 3 4 5′8 33 4 1′4 19

皮 膚 科

入 院 7 ,5 3 3 1,2 2 1 6 ,3 2 3 4 ′4 48 5′9 5 7

- 日平 均 入 院 2 0 .6 2 2 .5 1 7 . 3 12 .2 16 .3

外 来 2 1 ,4 1 1 2 1 ′4 4 0 2 0 ′6 18 2 0 ′2 2 0 2 2 .0 9 9

一 日平 均 外 来 7 2 .3 7 1 .9 6 9 .7 5 .5 7 5 .4

計 ご8 .9 4 4 2 9 ′6 6 1 2 6 ,9 4 1 2 4 ,6 68 28 ′0 5 6

ひ 尿 器 科

入 院 7 ′1 9 0 7 ,3 10 6 ,9 6 0 6 ,3 4 2 6 ′16 2

- 月平 均 入院 1 9 .6 2 0 .0 1 9 .1 17 .4 16 .9

外 来 1 2 ,1 0 2 l l ,9 7 7 l l ,7 4 0 1 2 ′5 2 9 1 2 ,1 15

- El平 均 外 来 4 0 .f 4 0 .2 3 9 .7 4 2 .5 4 1 .3

計 19 ′2 9 2 1 9 ,2 8 7 1 8 ′7 0 0 1 8 ,8 7 1 18 ,2 7 7

眼 科

入 院 10 ′3 5 6 ;,4 5 2 7 ,0 28 7 ,0 0 9 6 ,7 6 3

一 日平 均 入院 2 8 .3 2 3 .1 1 9 .3 1 9 .2 18 .5

外 来 3 1′3 4 9 2 5 ,4 2 5 2 3 ,6 4 2 2 0 ,7 6 2 18 ′9 6 4

一 日平 均外 来 1 0 5 .9 8 5 .3 7 9 .9 7 0 .4 6 4 .7

計 4 1 ,7 0 5 3 3 ,8 7 7 3 0 ,6 7 0 2 7 ,7 7 1 2 5 ,7 2 7

耳 鼻

い ん こ う科

入 院 7 ,6 1 8 1,3 10 8 ,3 9 3 8 .3 7 9 7′4 3 5

一 日平 均 入院 2 0 .8 2 2 .7 2 3 .0 2 3 .0 2 0 .4

外 来 13 ′5 2 5 1 2 ,6 3 0 1 4 ,2 6 2 1 6 ,9 1 6 1 5 ,14 5

ー El平 均外 来 4 5 .6 4 2 .4 4 8 .2 57 一3 5 1 .7

汁 2 1 ,1 4 3 2 0 ′9 4 0 2 2 ,6 5 5 2 5 ,2 9 5 2 2 ,5 8 0
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科 目 患 者 数 年 度
61 6 2 6 3 元 2

産 婦 人 科

入 院 18 ,6 7 7 1 8 ,8 9 4 2 1 ,-1 8 1 2 0 ,6 7 0 2 0 ,3 10

- 日平 均 入院 51 .1 5 1 .6 5 8 .0 5 6 .6 55 .6

外 来 3 4 ,8 0 0 2 7 , 99 5 3 2 ,0 4 1 3 3 ,4 4 8 3 2 ,3 72

一 日平 均外 来 117 .5 9 3 .9 10 8 .2 1 1 3 .4 1 1 0 .5

計 . 5 3 ,47 7 4 6 ,8 8 9 5 3 ,2 2 2 5 4 ,1 1 8 5 2 ,6 8 2

歯 科

入 院 262 4 04 4 4 5 5 2 4 1 6 8

】 日平 均 入 院 0 .7 1 .1 1 .2 1 .4 0 -5

外 来 ll ,08 6 12 ′61 0 1 3 , 4 45 13 ,4 9 9 ▼ ll ,5 1 2

一 日平 均 外 来 37 .4 4 2 .3 45 . 4 4 5 .8 3 9 .3

計 l l ,3 48 1 3 ,0 1 4 1 3 ,8 90 14 ,0 23 l l ,6 8 0

理 学

診 療 科

入 院 7 ,2 0 0 7 ,6 2 4 7 ,5 7 1 7 , 2 6 9 8 , 49 3

】 日平 均 入 院 19 .7 2 0 .8 2 0 .7 1 9 .9 2 3 .3

外 来 17 ′87 4 1 7 ,1 4 2 1 4 ,7 9 7 1 9 , 3 98 17 ,17 4

】 日平 均 外 来 60 .3 5 7 .5 5 0 .0 6 5 .8 58 . 6

計 2 5 .0 7 4 2 4 ,7 6 6 2 2 ,3 6 8 2 6 ,6 6 7 2 5 ,6 67

放 射 線 科

入 院 90 2 9 0 3 0

一 日平 均 入 院 0 .2 0 . 1 0 . 0 .0 0

外 来 0 0 5 ,8 7 1 5 ,6 1 7 6 ,6 5 2

】 日.平 均 外 来 0 0 19 .8 19 .0 2 2 .7

計 90 2 9 5 ,8 7 1 5 ,6 2 0 6 ,6 5 2

麻 酔 科

・L.
8 4 2 1 ,2 1 8 1 , 1 42 5 5 6 5 7 9

一 日平 均 入 院 2 .3 3 .3 3 . 1 1 .5 1 .6

外 来 4 ,9 3 1 5 ,7 3 8 5 ,1 74 5 ,2 36 5 ,4 0 9

一 日平 均 外 来 16 .6 1 9 .3 17 .5 17 .7 18 .5

計 5 ,7 7 3 6 ,9 5 6 6 ,3 1 6 5′7 9 2 5 ,」

こ う 門 科

入 院 9,6 0 0 9 ,7 7 3 9 ,3 8 7 l l ,1 1 1 1 0 ,7 6 4

一 日平 均 入院 26 .3 2 6 .7 2 5 .7 3 0 .4 2 9 .5

外 来 6,9 0 5 7 ′45 1 .6 2 7 8 ,8 2 2 9 ,4 2 5

一 日平 均 外 来 23 .3 25 .0 2 5 .8 2 9 .9 3 2 .2

at 1 6 ′50 5 17 ,2 2 4 17 ,0 14 1 9 ,9 3 3 2 0 ,1 8 9

形 成 外 科

入 院 3 ,5 8 8 3 ,18 5 3 ,4 7 2 4 .8 19 4 ′85 3

- 日平 均 入 院 9 .8 8 .7 9 . 5 13 .2 13 .3

外 来 2 ,0 3 4 1 ,8 3 2 2 ,7 42 4 ,2 3 0 4 ,7 3 0

】 日平 均 外 来 6 .8 6 .1 9 . 3 14 .3 16 . 1

計 5 ,6 2 2 5 ,0 1 7 6 ,2 14 9 ,0 49 9 ,5 8 3

脳神 経 外 科

入 院 - - - - 6 2 1

一 日平 均 入 院 - - - I 1 .7

外 来 - - - - 1 ′48 3

一 日平 均 外 来 - - - - 5 -1

計 - - - - 2 .1 0 4

合 計

入 院 200 ,2 6 3 2 0 0 ,3 5 5 2 0 3 ,7 2 7 2 0 3 ,6 4 0 . 1 9 9 ,5 8 4

- 日平 地 入院 548 .6 5 4 7 .4 5 5 8 .2 5 5 7 .9 5 4 6 .8

外 来 28 3 ,8 0 2 2 7 3 , 93 6 28 5 , 10 6 3 0 3 ,8 9 1 2 9 6 ,3 5 9

- 日平 均 外 来 958 .7 9 1 9 .2 9 6 3 .2 1 ,0 3 0 .1 1 ,0 1 1 .5

計 48 4 ,0 6 5 47 4 ,2 9 1 48 8 ,8 3 3 5 0 7 ,5 3 1 4 9 5 ′94 3 .

(注)　脳神経外科は平成2年6月1日より新設
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(5)伝染病患者収容状況

年度

区分 .
61 62 63 元 2

赤 痢
患 者 5人 2人 1人 1人 2人

死 者 0 0 0 0 0

腸 チ フ ス
患 者 0 4 1 1 0

死 者 0 0 0 0 0

日 本 脳 炎
′患 者 3 9 4 1 6

死 者 0 1 0 0 0

流 行 性 脳

脊 髄 膜 炎

患 者 0 0 0 0 0

死 者 0 0 0 0 0

パ ラチフス
患 者 0 0 1 0 0

死 者 0 0 0 0 0

コ レ ラ
患 者 0 0 0 1 0

死 者 0 0 0 0 0

汁
患 者 8 15 7 4 8

死 者 0 1 0 0 0

(注)　日本脳炎については、軽症を除く

(6)新生児未熟児医療について

本院は熊本県における新生児医療の中核となっており、現在、病床数80床の新生児医療センターでは、専従

医師4名、看護婦40名が24時間体制で、ほぼ全県域から収容される新生児未熟児の治療にあたっている。

実　　績

年 度

項 目
6 1 6 2 6 3 元 2

出 生 児 体 重

l ,50 0 g 以下

人 人 人 人 人
8 8 93 94 8 6 90

出 生 児体 重

1 ,50 0′～2 ′5 00 g
2 1 6 198 2 44 22 3 2 27

出 生 児 体 重

2 ,50 0 g 以上
3 1 7 3 28 3 13 30 3 2 98

合 計 6 2 1 6 19 6 5 1 6 12 6 15

術 後 管 理 3 1 33 25 2 9 3 8

うち 新 生 児 専 用 救 急 車

に よ る 搬 送 老
3 8 0 3 42 3 56 33 4 30 5

新生児専用救急車

装備機器等　新生児モニター、新生児レスピレーター、搬送用保育器、バッテ1)-バッグ、保育器移送ス

タソド、自動輸液ポンプ、カーディオテソプ、自動血圧計、医療ガス一式、無線電話装置

購入費(機器とも)　10,422千円
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